
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

○

〃

〃

○

公

共

施

設

に

係

る

開

発

行

為

に

関

す

る

工

事

の

〃

担

当

課

（

室

）

完

了

目

次

【

選

挙

管

理

委

員

会

】

○

不

在

者

投

票

を

行

う

こ

と

が

で

き

る

施

設

の

指

選

挙

管

理

委

員

会

【

規

則

】

○

岡

山

県

農

林

水

産

総

合

セ

ン

タ

ー

条

例

施

行

規

農

政

企

画

課

定

の

一

部

改

正

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

（

県

例

規

集

登

載

）

○

岡

山

県

林

業

・

木

材

産

業

改

善

資

金

貸

付

規

則

林

政

課

○

個

人

演

説

会

等

を

開

催

す

る

こ

と

が

で

き

る

施

〃

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

設

の

指

定

（

以

上

県

例

規

集

登

載

）

○

個

人

演

説

会

等

を

開

催

す

る

こ

と

が

で

き

る

施

〃

設

の

指

定

の

取

消

し

【

告

示

】

【

正

誤

】

○

港

湾

施

設

の

指

定

の

一

部

改

正

港

湾

課

（

県

例

規

集

登

載

）

○

通

勤

手

当

に

関

す

る

規

則

等

の

一

部

を

改

正

す

人

事

委

員

会

○

精

神

通

院

医

療

を

担

当

す

る

医

療

機

関

の

指

定

健

康

推

進

課

る

規

則

の

正

誤

の

更

新

○

在

宅

勤

務

等

手

当

に

関

す

る

規

則

の

正

誤

〃

○

保

育

士

登

録

関

係

手

数

料

の

徴

収

事

務

の

委

託

子

ど

も

未

来

課

○

岡

山

県

監

査

事

務

局

文

書

保

存

分

類

表

の

正

誤

監

査

事

務

局

○

滞

納

に

係

る

県

営

住

宅

の

家

賃

及

び

駐

車

場

使

住

宅

課

○

岡

山

県

教

育

委

員

会

文

書

保

存

分

類

表

の

一

部

教

育

委

員

会

用

料

の

収

納

事

務

の

委

託

改

正

の

正

誤

○

岡

山

県

道

路

交

通

法

施

行

細

則

の

一

部

を

改

正

運

転

免

許

課

【

公

告

】

○

大

規

模

小

売

店

舗

の

変

更

の

届

出

の

縦

覧

経

営

支

援

課

す

る

規

則

の

正

誤

○

土

地

改

良

区

役

員

の

退

任

及

び

就

任

届

耕

地

課

（

以

上

県

例

規

集

登

載

）

○

公

共

測

量

の

実

施

監

理

課

○

〃

〃

○

道

路

の

位

置

の

指

定

建

築

指

導

課

○

開

発

許

可

を

受

け

た

開

発

行

為

に

関

す

る

工

事

〃

の

完

了

岡

山

県

公

報

令和７年５月２７日 第１２７０４号



◎
岡
山
県
規
則
第
四
十
二
号

岡
山
県
農
林
水
産
総
合
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。

令
和
七
年
五
月
二
十
七
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

岡
山
県
農
林
水
産
総
合
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岡
山
県
農
林
水
産
総
合
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
二
年
岡
山
県
規
則
第
十
六
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
十
一
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
項
第
一
号
中
「
第
八
条
第
一
項
」
を
「
第
四
条
第
一
項
」
に

改
め
る
。附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

令和７年５月２７日　岡山県公報　第１２７０４号



◎
岡
山
県
規
則
第
四
十
三
号

岡
山
県
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
五
月
二
十
七
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

岡
山
県
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岡
山
県
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
貸
付
規
則
（
平
成
十
五
年
岡
山
県
規
則
第
八
十
一
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
三
項
中
「
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
東
日
本
大
震
災
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の

財
政
援
助
及
び
助
成
に
関
す
る
法
律
の
農
林
水
産
省
関
係
規
定
の
施
行
等
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二
十

三
年
政
令
第
百
三
十
二
号
）
第
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
日
」
に
、
「
同
項
」
を
「
前
項
」
に
改
め

る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

令和７年５月２７日　岡山県公報　第１２７０４号



◎
岡
山
県
告
示
第
二
百
七
十
五
号

（

）

、

昭
和
四
十
二
年
岡
山
県
告
示
第
八
百
十
九
号

港
湾
施
設
の
指
定

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し

公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

令
和
七
年
五
月
二
十
七
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

本
文
中
「
）
第
五
条
第
二
項
」
を
「
）
第
七
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

表
児
島
港
の
項
中

「

倉
敷
市
児
島
小
川
町
三
、
六
九
六
番
地

三
、
二
九
三
・
二
八
平
方

地
先

メ
ー
ト
ル

甲
地

一
区
画

三
、
二

九
三
・
二
八
平
方
メ
ー
ト

ル

を

上
屋

倉
敷
市
児
島
田
ノ
口
七
丁
目
一
二
○
○

一
号

四
六
一
・
五
四
平

番
地

方
メ
ー
ト
ル

二
号

五
二
四
・
八
四
平

方
メ
ー
ト
ル

」

「

倉
敷
市
児
島
小
川
町
三
、
六
九
六
番
地

三
、
二
九
三
・
二
八
平
方

地
先

メ
ー
ト
ル

甲
地

一
区
画

三
、
二

に
改
め
る

九
三
・
二
八
平
方
メ
ー
ト

ル

」

。

令和７年５月２７日　岡山県公報　第１２７０４号



◎
岡
山
県
告
示
第
二
百
七
十
六
号 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
受
け
た
次
の
精
神
通
院
医
療
を
担
当
す
る
医
療
機
関

に
つ
い
て
、
同
法
第
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
指
定
を
更
新
し
た
。 

令
和
七
年
五
月
二
十
七
日 

岡 

山 

県 

知 

事 
 

 

伊 

原 

木 
 

 

隆 
 

 

太 
 
 

 

指
定
を
更
新
し
た
医
療
機
関 

 
 

名 
 

 
称 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

所 

在 

地 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
   

 
 

 
 

 
 
 

 
 

更
新
年
月
日 

医
療
法
人
福
寿
会 
藤
戸
ク
リ
ニ
ッ
ク 

 
 
 

 
 
 

 
 

倉
敷
市
藤
戸
町
藤
戸
一
五
七
三
―
一 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

令
和
七
年
六
月
一
日 

令和７年５月２７日　岡山県公報　第１２７０４号



◎
岡
山
県
告
示
第
二
百
七
十
七
号 

 

地
方
自
治
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
令
和
六
年
政
令
第
十
二
号
）
附
則
第
二
条
の
規

定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
同
令
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
自
治
法

施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
徴
収
の
事
務
を

次
の
と
お
り
委
託
し
た
。 

  
 

令
和
七
年
五
月
二
十
七
日 

  
 

               
 

 
 

 
 

 
 

 
   

岡
山
県
知
事  

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 

一 

委
託
し
た
事
務
の
内
容 

 

岡
山
県
子
ど
も
・
福
祉
関
係
手
数
料
徴
収
条
例
（
令
和
五
年
岡
山
県
条
例
第
十
一
号
）
に
基
づ
く

保
育
士
の
登
録
の
申
請
に
対
す
る
審
査
並
び
に
保
育
士
登
録
証
の
書
換
え
交
付
及
び
再
交
付
に
係
る

手
数
料
（
以
下
「
保
育
士
登
録
関
係
手
数
料
」
と
い
う
。
）
の
徴
収
の
事
務 

二 

委
託
し
た
収
入
の
種
類 

 

保
育
士
登
録
関
係
手
数
料 

三 

委
託
を
受
け
た
者
の
所
在
地
及
び
名
称 

  
 

東
京
都
千
代
田
区
麹
町
一
丁
目
六
番
地
二 

 
 

社
会
福
祉
法
人
日
本
保
育
協
会 

四 

委
託
を
受
け
た
事
務
を
行
う
場
所 

 
 

東
京
都
千
代
田
区
麹
町
一
丁
目
六
番
地
二 

麹
町
一
丁
目
ビ
ル
六
階 

 
 

登
録
事
務
処
理
セ
ン
タ
ー
事
務
所 

五 

委
託
の
期
間 

  
 

令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

令和７年５月２７日　岡山県公報　第１２７０４号



◎
岡
山
県
告
示
第
二
百
七
十
八
号

地
方
自
治
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
令
和
六
年
政
令
第
十
二
号
）
附
則
第
二
条
の
規

定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
同
令
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
自
治
法

施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
収
納
の
事
務
を

次
の
と
お
り
委
託
し
た
。

令
和
七
年
五
月
二
十
七
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

委
託
し
た
事
務
の
内
容

岡
山
県
営
住
宅
条
例
（
平
成
九
年
岡
山
県
条
例
第
三
十
九
号
）
に
基
づ
く
県
営
住
宅
に
係
る
家
賃

及
び
駐
車
場
の
使
用
料
の
う
ち
、
県
営
住
宅
を
退
去
し
た
者
及
び
そ
の
保
証
人
又
は
連
帯
保
証
人
に

よ
る
滞
納
に
係
る
も
の
の
収
納
の
事
務

二

委
託
し
た
収
入
の
種
類

滞
納
に
係
る
県
営
住
宅
の
家
賃
及
び
駐
車
場
の
使
用
料

三

委
託
を
受
け
た
者
の
名
称
及
び
所
在
地

ニ
ッ
テ
レ
債
権
回
収
株
式
会
社

東
京
都
港
区
芝
浦
三
丁
目
一
六
番
二
○
号

四

委
託
を
受
け
た
事
務
を
行
う
場
所

東
京
都
港
区
芝
浦
三
丁
目
一
六
番
二
○
号
芝
浦
前
川
ビ
ル
五
階

ニ
ッ
テ
レ
債
権
回
収
株
式
会
社
本
社

五

委
託
の
期
間

令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

令和７年５月２７日　岡山県公報　第１２７０４号



〔
二
三
五
〕
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
三
項
に
お
い
て
準

用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
つ
い
て
、
縦

覧
に
供
す
る
。 

 
こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た

め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
同
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
縦
覧
期

間
満
了
の
日
ま
で
に
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

令
和
七
年
五
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

届
出
事
項
の
概
要 

 

１ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

    
 

名
称 

イ
オ
ン
モ
ー
ル
津
山 

    
 

所
在
地 

津
山
市
河
辺
字
桑
ノ
木
一
○
○
○
番
地
一
ほ
か 

２ 

届
出
者
の
名
称
、
住
所
及
び
代
表
者
の
氏
名 

 
 

 

名
称 

イ
オ
ン
リ
テ
ー
ル
株
式
会
社 

 
 

 

住
所 

千
葉
県
千
葉
市
美
浜
区
中
瀬
一
丁
目
五
番
地
一 

 
 

 

代
表
者
の
氏
名 

代
表
取
締
役 

古
澤 
康
之 

３ 

変
更
事
項 

 
 

⑴ 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
、
住
所
及
び
代
表
者
の
氏
名 

（
変
更
前
） 

名
称 

イ
オ
ン
リ
テ
ー
ル
株
式
会
社 

 
 

住
所 

千
葉
県
千
葉
市
美
浜
区
中
瀬
一
丁
目
五
番
地
一 

 
 
 

代
表
者
の
氏
名 

代
表
取
締
役 

井
出 

武
美 

 

（
変
更
後
） 

名
称 

イ
オ
ン
リ
テ
ー
ル
株
式
会
社 

 
 

住
所 

千
葉
県
千
葉
市
美
浜
区
中
瀬
一
丁
目
五
番
地
一 

 
 
 
 

代
表
者
の
氏
名 

代
表
取
締
役 

古
澤 

康
之 

⑵ 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
名
称
、
住
所
及
び
代
表
者
の
氏
名 

（
変
更
前
） 

名
称 

イ
オ
ン
リ
テ
ー
ル
株
式
会
社 

 
 

住
所 

千
葉
県
千
葉
市
美
浜
区
中
瀬
一
丁
目
五
番
地
一 

 
 
 

代
表
者
の
氏
名 

代
表
取
締
役 

井
出 

武
美 

 
 

ほ
か
三
者
（
届
出
書
別
紙
に
記
載
の
と
お
り
） 

 

（
変
更
後
） 

名
称 

イ
オ
ン
リ
テ
ー
ル
株
式
会
社 

 
 

住
所 

千
葉
県
千
葉
市
美
浜
区
中
瀬
一
丁
目
五
番
地
一 

 
 
 
 

代
表
者
の
氏
名 

代
表
取
締
役 

古
澤 

康
之 

 
 

ほ
か
三
者
（
届
出
書
別
紙
に
記
載
の
と
お
り
） 

 

４ 

変
更
年
月
日 

令
和
七
年
三
月
一
日
ほ
か 

二 

届
出
年
月
日 

 
 

令
和
七
年
五
月
十
五
日 

三 

縦
覧
の
期
間
及
び
場
所 

  

１ 

縦
覧
の
期
間 

 
 

 

令
和
七
年
五
月
二
十
七
日
か
ら
同
年
九
月
二
十
七
日
ま
で 

 

２ 

縦
覧
の
場
所 
 

 
 

岡
山
県
産
業
労
働
部
経
営
支
援
課 

 

令和７年５月２７日　岡山県公報　第１２７０４号



〔
二
三
六
〕
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
八
項
の
規
定
に
よ

り
、
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
七
年
五
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 

一 

土
地
改
良
区
の
名
称 

 
 

高
崎
土
地
改
良
区 

二 

退
任
及
び
就
任
役
員 

 
 

退
任
役
員 

 
 

就
任
役
員 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

理
事
監 

 
 

氏 
 

名 
 

 
氏 

 

名 
 

 
 

住 
 

 

所 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

事
の
別 

藤
原 

安
生 

 
 

 
 

 
 

 
 

岡
山
市
南
区
西
高
崎
三
八 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

理 

事 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

佐
藤 

 
誠 

 

〃 
 

〃 

〃 
 

三
六 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

〃 

令和７年５月２７日　岡山県公報　第１２７０４号



〔
二
三
七
〕
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
岡
山
市
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が

あ
っ
た
。 

 
 

令
和
七
年
五
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

 

    

岡
山
市
北
区
幸
町
地

内 岡
山
市 

岡
山
市
全
域 

測

量

区

域 

公
共
測
量
（
Ｌ
ｉ
ｄ
ａ
ｒ
Ｓ
Ｌ
Ａ
Ｍ
技

術
を
用
い
た
測
量
） 

公
共
測
量
（
車
載
写
真
レ
ー
ザ
測
量
） 

公
共
測
量
（
３
Ｄ
都
市
モ
デ
ル
作
成
） 

測

量

の

種

類 

令
和
七
年
五
月
二
十
日
か
ら
令

和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

令
和
七
年
五
月
二
十
日
か
ら
令

和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

令
和
七
年
五
月
二
十
日
か
ら
令

和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

測

量

期

間 

令和７年５月２７日　岡山県公報　第１２７０４号



〔
二
三
八
〕
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
備
中
県
民
局
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通

知
が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
七
年
五
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

 

  

小
田
郡
矢
掛
町
東
川

面
、
江
良
、
本
堀
及

び
浅
海
地
内 

測

量

区

域 

公
共
測
量
（
Ｕ
Ａ
Ｖ
レ
ー
ザ
測
量
） 

測

量

の

種

類 

令
和
七
年
五
月
十
五
日
か
ら
同

年
七
月
二
十
日
ま
で 

測

量

期

間 

令和７年５月２７日　岡山県公報　第１２７０４号



〔
二
三
九
〕
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道
路
の
位
置
を
指
定
し
た
。 

そ
の
関
係
図
面
に
つ
い
て
は
、
岡
山
県
備
中
県
民
局
建
設
部
管
理
課
に
お
い
て
、
一
般
の
縦
覧
に
供

す
る
。 

 
 

令
和
七
年
五
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

 

  

岡
山
県
指
令
備
中
局

建
第
四
〇
一
六
号 

令
和
七
年
五
月
十
六

日 番

号 

指

定

年

月

日 

井
原
市
木
之
子
町
字
黒
ケ
坪
三
一
二
一

番
一
、
三
一
二
一
番
四
の
一
部 

道

路

の

位

置 

六
・
〇
〇 

 

道
路
の
幅
員 

(

メ
ー
ト
ル) 

四
一
・
七
七  

 
 

 
 

  

道
路
の
延
長 

(

メ
ー
ト
ル) 

令和７年５月２７日　岡山県公報　第１２７０４号



〔
二
四
〇
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。 

 
 

令
和
七
年
五
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 

一 

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

浅
口
市
金
光
町
大
谷
二
三
四
二
番
一
の
一
部
、
二
三
四
四
番
一
の
一
部
、
二
三
四
六
番
の
一
部 

二 

許
可
を
受
け
た
者
の
所
在
地
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名 

浅
口
市
金
光
町
大
谷
二
三
四
六
番
地 

丸
本
運
輸
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

丸
本 
栄
作 

三 

許
可
年
月
日
及
び
許
可
番
号 

 
 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日
岡
山
県
指
令
建
指
第
四
三
六
号 

令和７年５月２７日　岡山県公報　第１２７０４号



〔
二
四
一
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。 

 
 

令
和
七
年
五
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 

一 

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

総
社
市
宿
字
仮
屋
一
三
〇
一
番
一
二
、
一
三
〇
一
番
一
四
、
一
三
〇
一
番
一
七
、
一
三
〇
一
番

一
八
、
一
三
〇
一
番
二
一 

二 

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

倉
敷
市
連
島
一
丁
目
一
三
番
八
―
五
号
メ
ゾ
ン
・
グ
ラ
ン
デ
ィ
ー
ル
一
〇
二 

 

元
太 

孝
文 

総
社
市
宿
一
三
四
六
番
地
一 

元
太
裟
耶
香 

三 

許
可
年
月
日
及
び
許
可
番
号 

 
 

令
和
七
年
三
月
二
十
五
日
岡
山
県
指
令
建
指
第
四
二
三
号 

令和７年５月２７日　岡山県公報　第１２７０４号



〔
二
四
二
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
う
ち
、
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。 

 
 

令
和
七
年
五
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 

一 

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

浅
口
市
金
光
町
大
谷
二
三
四
二
番
一
の
一
部
、
二
三
四
四
番
一
の
一
部
、
二
三
四
六
番
の
一
部 

二 

公
共
施
設
の
種
類 

    

道
路
、
水
路 

三 

位
置
及
び
区
域 

開
発
登
録
簿
記
載
の
と
お
り
（
開
発
登
録
簿
は
、
岡
山
県
土
木
部
都
市
局
建
築
指
導
課
に
お
い
て 

 

閲
覧
に
供
す
る
。
） 

四 

許
可
を
受
け
た
者
の
所
在
地
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名 

浅
口
市
金
光
町
大
谷
二
三
四
六
番
地 

丸
本
運
輸
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

丸
本 

栄
作 

五 

許
可
年
月
日
及
び
許
可
番
号 

 
 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日
岡
山
県
指
令
建
指
第
四
三
六
号 

 

令和７年５月２７日　岡山県公報　第１２７０４号



◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
三
十
三
号 

 

平
成
二
年
岡
山
県
選
管
告
示
第
八
十
一
号
（
不
在
者
投
票
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
施
設
の
指
定
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
七
年
五
月
十
九
日
か
ら
適
用
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
五
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

岡
山
県
選
挙
管
理
委
員
会 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

委
員
長 

 

大 
 

林 
 

裕 
 

一 

 

表
老
人
ホ
ー
ム
の
項
中 

    

     

 
 

 
  

 

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
あ
じ

さ
い
の
お
か
牛
窓 

介
護
付
有
料
老
人
ホ
ー
ム
コ

ン
フ
ォ
ー
ル
ひ
な
せ 

 特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
あ
じ

さ
い
の
お
か
牛
窓 

 

瀬
戸
内
市
牛
窓
町
長
浜
一
七

四
五
―
一 

備
前
市
日
生
町
日
生
南
椿
ノ

浦
二
五
八
三
―
一 

 瀬
戸
内
市
牛
窓
町
長
浜
一
七

四
五
―
一 

 

 

 
 

 

 

「 

」 

「 

を 

」 

に
改
め
る
。 

令和７年５月２７日　岡山県公報　第１２７０４号



◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
三
十
四
号 

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
百
六
十
一
条
第
一
項
第
三
号
に
定
め
る
個
人
演
説
会
等
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
と
し
て
、
岡
山
市
選
挙
管
理
委
員
会
か
ら
、
次
の
施
設
を
指
定
し
た
旨 

報
告
が
あ
っ
た
。 

令
和
七
年
五
月
二
十
七
日 

岡 

山 

県 

選 

挙 

管 

理 

委 

員 

会 

 
 
 
 

委 
 

員 
 

長 
 

 

大 
 

 

林 
 

 

裕 
 

 

一 
 

 
 

 

西
大
寺
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー 

施

設

の

名

称 

岡
山
市
東
区
西
大
寺
中
二
丁
目
一
六
番
三
三
号 

所

在

地 

公
益
財
団
法
人
岡
山
市
ふ
れ
あ
い

公
社 

施

設

の

管

理

者 

ふ
れ
あ
い
ホ
ー
ル 

三
四
二 

面
積(

㎡)
 

施

設

の

程

度 

 

三
〇
〇 

収
容
人
員 

有 

照
明 

令
和
七
年
四
月
十
八
日 

指

定

年

月

日 

 

令和７年５月２７日　岡山県公報　第１２７０４号



◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
三
十
五
号 

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
百
六
十
一
条
第
一
項
第
三
号
に
定
め
る
個
人
演
説
会
等
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
に
つ
い
て
、
津
山
市
選
挙
管
理
委
員
会
か
ら
、
次
の
施
設
の
指
定
を
取 

り
消
し
た
旨
報
告
が
あ
っ
た
。 

令
和
七
年
五
月
二
十
七
日 

岡 

山 

県 

選 

挙 

管 

理 

委 

員 

会 

 
 
 
 

委 
 

員 
 

長 
 

 

大 
 

 

林 
 

 

裕 
 

 

一 
 

 
 

 

津
山
市
佐
良
山
農
業
研
修
施

設 施

設

の

名

称 

津
山
市
平
福
五
六
二 

所

在

地 

津
山
市
長 

施

設

の

管

理

者 

二
二
三 

面
積(

㎡)
 

施

設

の

程

度 

一
七
〇 

収
容
人
員 

有 

照
明 

令
和
七
年
四
月
一
日 

指

定

取

消

年

月

日 

 

令和７年５月２７日　岡山県公報　第１２７０４号



〔
四
〕
令
和
七
年
三
月
二
十
一
日
付
け
（
号
外
）
公
布
通
勤
手
当
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則
（
岡
山
県
人
事
委
員
会
規
則
第
三
号
）
に
誤
り
が
あ
っ
た
。

頁
・
行

誤

正

一
・
終
わ
り
か

新
幹
線
鉄
道
等
に
係
る
経
路
の
起
点

新
幹
線
鉄
道
等
に
係
る
経
路
の
起
点

ら
一

と
な
る
駅
等
（
ロ
に
お
い
て
「
旧
最

と
な
る
駅
等
（
ロ
に
お
い
て
「
旧
最

寄
り
駅
等
」
と
い
新
幹
線
鉄
道
等
に

寄
り
駅
等
」
と
い

係
る
経
路
の
起
点
と
な
る
駅
等
（
ロ

に
お
い
て
「
旧
最
寄
り
駅
等
」
と
い

五
・
終
わ
り
か

第
十
七
第
一
項

第
十
七
条
第
一
項

ら
一
八

令和７年５月２７日　岡山県公報　第１２７０４号



〔
五
〕
令
和
七
年
三
月
二
十
一
日
付
け
（
号
外
）
公
布
在
宅
勤
務
等
手
当
に
関
す
る
規
則
（
岡
山
県
人

事
委
員
会
規
則
第
十
八
号
）
に
誤
り
が
あ
っ
た
。

頁
・
行

誤

正

二
・
終
わ
り
か

第
六
号
ま
で

第
五
号
ま
で

ら
七

令和７年５月２７日　岡山県公報　第１２７０４号



〔
六
〕
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日
付
け
公
布
岡
山
県
監
査
委
員
訓
令
第
一
号
（
岡
山
県
監
査
事
務
局
文

書
保
存
分
類
表
）
に
誤
り
が
あ
っ
た
。

頁
・
行

誤

正

二
・
終
わ
り
か

一

こ
の

１

こ
の

ら
五

二
・
終
わ
り
か

二

２

ら
二
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〔
七
〕
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日
付
け
公
布
岡
山
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
一
号
（
岡
山
県
教
育
委
員
会

文
書
保
存
分
類
表
の
一
部
改
正
）
に
誤
り
が
あ
っ
た
。

頁
・
行

誤

正

第
４
次
岡
山
人
権
教
育
推
進
プ
ラ

第
４
次
岡
山
県
人
権
教
育
推
進
プ

四
・
九

「

「

ン
岡
山
人
権
教
育
推
進
プ
ラ

ラ
ン

岡
山
県
人
権
教
育
推
進

」
を
「

」
を
「

」

」

ン
プ
ラ
ン

五
・
終
わ
り
か

ら
二

５
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〔
八
〕
令
和
七
年
一
月
三
十
一
日
付
け
公
布
岡
山
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
岡
山
県
公
安
委
員
会
規
則
第
一
号
）
に
誤
り
が
あ
っ
た
。

頁
・
行

誤

正

一
・
終
わ
り
か

第
九
十
二
条
の
二
第
一
項
の
表
の
備

第
九
十
二
条
の
二
第
一
項
の
表
の
備

ら
一
三

考
一
の
四

考
一
の
４

第
条

第
条

六

2
1

2
0

第
条

第
条

八

2
1

2
0
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